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第３回豆腐・納豆の原料大豆原産地表示に関する検討会議事録

日時：平成18年６月27日(火) 10:00～11:30

場所：農林水産省三番町共用会議所大会議室

○畑江座長 おはようございます。定刻になりましたので第３回「豆腐・納豆の原料大豆原産地

表示に関する検討会」を開催させて頂きます。野村委員は電車の都合でちょっと遅れるというこ

とですが、本日は委員全員の御出席を頂いております。

それでは、検討会の開催に当たりまして、まず岡島総合食料局長より御挨拶をお願いいたしま

す。

○岡島総合食料局長 おはようございます。総合食料局長の岡島でございます。委員の皆様には、

御多忙のところ朝早くから御出席を頂き、心から感謝を申し上げます。

本日は、さる４月２８日から５月２８日まで実施しましたパブリックコメントにおいて頂戴し

た御意見・情報等を踏まえた「豆腐・納豆の原料大豆原産地表示に関するガイドライン（案）」

を御議論頂く予定になっております。また、本日はガイドラインの普及・啓発について、委員の

皆様による取組の御紹介を頂くことになっております。

委員の皆様におかれましては、限られた時間ではありますが忌憚のない御意見を賜り、有意義

な検討会になるようお願いいたしまして、簡単ですが私の挨拶とさせて頂きます。よろしくお願

いいたします。

○畑江座長 ありがとうございました。始めに、本日の資料につきまして、事務局よりお願いし

ます。

○櫻庭食品産業振興課長 おはようございます。事務局の食品産業振興課長の櫻庭でございます。

それでは、配付資料の確認ですが、お手元の配布資料一覧により、資料番号はございませんが議

事次第、座席表、検討会の開催要領、資料１から５までとなっております。不足等ございました

ら事務局までお申し出頂ければと思います。よろしくお願いいたします。

○畑江座長 それでは、議事次第に従いまして進行させて頂きます。始めに、事務局より資料１

から４まで、これは関連がありますので、一括して説明をお願いします。

○櫻庭食品産業振興課長 それでは、資料１に基づいて、前回、第２回の議論の整理をいたした

いと思います。まず、ガイドラインの内容については、全体に係わるものとして、商品パッケー

ジにガイドラインに基づく表示である旨を示す方法を検討すべきではないかという御意見、それ

から、国産大豆の生産量の増加、品質の向上・均質化、実需サイドの求める品種の開発・栽培技

術の普及が重要であり、これらに向けた生産サイドの積極的な取組が必要である旨をガイドライ

ンの留意事項に盛り込んで欲しいという御意見がありました。

個別各論になりますけれども、一括表示の部分に表示することが困難な場合ということで、商

品下部に記載というものだけしか資料の事例の中にありませんでしたが、もう少し分かりやすく

説明して欲しい、原産国が３ヵ国以上ある場合の表示方法については工夫した書きぶりにしたほ

うがよいという御意見。それから、国産大豆を使用している旨の表示が出来る場合を国産大豆を

１００％使用の場合に限ることは、消費者にとって分かりやすく、誤解を招かないことから、賛

成したいという御意見。契約栽培大豆を使用している旨の表示の場合、農業協同組合が契約当事

者になる場合、あるいは作付面積による契約を行っている場合があることから、それらを明示し

て欲しいという御意見。一括表示部分の「原材料名」の記載ぶりとして「丸大豆」との記載は、

丸大豆という品種があるとの誤認を与える可能性があるので、この記載ぶりの取扱いについて検

討して頂きたいという御意見がありました。

２ページ目にまいりまして、ガイドラインの構成につきましては、表示に伴いコスト負担が製

造業者に生じるという御指摘がありまして、その観点から、ガイドラインの構成を最低表示項目
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と任意による追加表示項目に区分し、最低表示項目については、例えば国産とか外国産という表

示とし、製造業者の管理レベルに応じていくという形にしてはどうかという御意見があった一方

で、ガイドラインという性質上、最低表示項目と任意による追加表示項目という二段階に区別す

る必要はない、原案に賛成であるという御意見。「外国産」という記載ぶりにとどめて、国名を

記載しないということには、消費者の立場から反対という御意見がありました。これが前回の主

な議論の整理であります。

続きまして、資料２に基づきまして、パブリックコメントの概要について御説明したいと思い

ます。表紙を１枚めくって頂きたいと思います。概要でございますが、前回、骨子案を御承認頂

いた後、４月２８日から５月２８日までの１ヶ月間、意見を募集いたしました。意見募集の結果、

提出件数は２１件、意見提出者は１５名であります。３のところにございますけれど、提出され

た御意見・情報の内訳を項目毎にくくってみますと、以下のとおりになるのではないかというこ

とで、ガイドラインの内容に賛成という御意見、ガイドライン骨子（案）対する御意見で、対象

品目や名称についての御意見がありました。それから、表示の監視・指導、あるいは普及、原産

地表示の義務化について御意見がありました。主な内容と、その考え方、対応について２ページ

から簡単に御説明したいと思います。２ページの横書きの表で整理してありますけれども、まず

ガイドラインの作成に賛成という御意見がありましたが、ただし、その中で、豆腐・納豆製造業

界は中小零細企業が多いので、このような業界の特性を踏まえたものとして欲しいという御意見

がありました。ガイドラインでありますので、実情を十分に踏まえた取りまとめという形にした

いということでございます。また、ガイドラインはいつ始まるのか教えて欲しいということがご

ざいましたが、特段、今回は施行期日を設けることは予定しておりません。体制、準備が整い次

第取り組んで頂きたいと考えております。骨子案に対する御意見ということで、対象品目につい

て、もめん豆腐、きぬごし豆腐及び充填豆腐というのを対象としましたけれど、その他のものに

ついても表示が「望ましい」ということがありましたが、これはちょっと曖昧な表現ではないか

という御意見がありました。もめん豆腐、きぬごし豆腐及び充填豆腐で全体の豆腐生産量の９０

％以上になるということでございますので、その他のものについては可能な限り表示を進めて頂

きたいということでこのような表現を採用したということでございます。原産地表示の方法につ

いてということで、表示する原料原産地の名称について、市町村名も一般に知られている地名に

含まれるのかということでございすが、市町村名も含まれますが、同じ名前の町や村が多いので、

例えばＡ県Ｂ町のように都道府県名を付記することが適当な場合もあるというふうに整理しまし

た。次のページにまいります。表示する原料原産地の名称ということで、先程議論の整理にもあ

りましたけれど、国産か外国産かという表示があれば十分なのではないかという御意見。あるい

は、原料の仕入れ先の卸、小売業者任せになる、あるいは流通段階にも手間ひまがかかり、検査

業務等が複雑にならざるを得ないという話がありました。この原料大豆の原産地表示は、消費者

の適切な商品選択に資するために行うもので、単に外国産の表示だけを行い、国の名前の表示を

行わないことは、不適当であるという整理をいたしました。複数の原産国の大豆を使用する場合

の原料原産地表示につきまして、今後使用割合を記載する義務が出てくる可能性はあるのか、ま

た、その場合の猶予期間はどの程度あるのかという御意見がありましたが、ガイドラインに基づ

く表示は義務ではございません。現時点では、ガイドラインにおいて、複数の原産国の大豆を使

用する場合の原料原産地表示に国別の使用割合を記載することは考えておりません。それから補

完する表示ということで同じ産地の原材料を１００％使用する場合に限定すべき。例えば、国産

大豆と強調して表示し、その横に小さく原材料に占める割合を書かれていても紛らわしいのでは

ないかという御意見がありました。結論として国産大豆を１００％使用する場合は、使用の割合

の表示を省略することが出来ると品質表示基準の規定にはなっております。このガイドラインに

おきましては、消費者の誤認を排除するために１００％の表示もするということでございます。

４ページにいきます。留意事項につきましては、黒大豆と青大豆を使用した場合の記載方法につ

いての御意見がありました。特に、普通の大豆と黒大豆か青大豆を半分ずつ使用して製造した場
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合の表示方法はどうなるのかという御質問がありました。これについては、一括表示部分に「原

材料名／大豆（黒大豆○○％）」と表示して頂きたいということでございます。ガイドラインに

おきましてもこの表示方法を明記したいと考えております。丸大豆、特選丸大豆という表示がさ

れていると国産や特別な品種であるという印象をもつが、どういう品種なのか、ガイドラインで

分かりやすく絵か何かで示して欲しいという意見でございます。まず原則は、原材料名は一般的

な名称でありますので、大豆と記載することが原則となります。別途任意で、事実に基づき、丸

大豆使用と記載することは問題ありません。ただし、特選という表示は原材料名欄に記載するこ

とは適切ではありません。商品パッケージに「特選」と表示する場合、その根拠を問われた時に

消費者に説明出来るようにしておく必要があると考えます。パッケージの方の「特選」の表示方

法でございます。それから、分かりやすく絵か何かで示して欲しいということでございましたが、

今回、後ほど御説明いたしますが、用語集といったもので解説したいということでございます。

それから、「丸大豆」という表示は原料表示のところに記載してはいけないのか、また、青大豆、

黒大豆という表示との違いを分かりやすく教えて欲しいということで、先程申し上げましたが、

別途任意で事実に基づき丸大豆を記載することは問題はないということでございます。５ページ

に入ります。表示の監視・指導について、きちんと国産大豆の現状把握、その後の政策の反映も

視野に入れた追跡調査をして欲しい、特に強調表示の規制については、厳密に調査をして欲しい

ということでございます。農林水産省におきましては、全国に職員を配置し、食品の表示に関す

る監視・指導を行い、食品表示の適正化を推進しておりますが、引き続き監視・指導を進めてい

くこととしております。表示の普及についてですが、表示の見方や日本の大豆の現状を伝える消

費者への啓発活動が重要であるとの御意見がありまして、これについてはガイドラインの普及に

対し、参考とさせて頂きたいと思っております。それから原産地表示の義務化についてというこ

とがございました。これは、今回の検討会のそもそものスタートに関連することでございますけ

れども、今後、ガイドラインの普及を図る中で、実行可能な表示方法を実証的に検証した後に、

表示の実施状況等を踏まえ義務表示に移行するか否かについて厚生労働省と農林水産省におきま

す「食品の表示に関する共同会議」において検討して頂くという形で考えております。６ページ

のその他事項です。全ての大豆加工品に表示を義務付けて欲しいという御意見がありました。こ

の１０月から原料原産地の表示が義務付けられる加工食品でございます。いわゆる加工度の低い

もの、生鮮に近いものを対象にしております。ここで御指摘のありました味噌、しょうゆにつき

ましては、加工度が低くないということから対象から除かれているということでございます。そ

れから、品質表示基準に基づく具体的な表示例の凝固剤の後に物質名、例えば「塩化マグネシウ

ム（にがり）」と記載されているが、物質名の表示が義務表示と誤解されるので、物質名の表記

を除くか、注意書きを加えて欲しいとの御意見があり、これについては、凝固剤など一括名を表

示した上での物質名表示については必ずしも義務付けられていませんので、御意見を踏まえ用語

集を添付し、これらの用語について解説することとしたいと考えております。次に遺伝子組換え

大豆の御意見が２件ございます。そもそも今回の原料原産地表示では遺伝子組換え大豆のあり方

につきましては、検討の対象とはされておりません。ただし、２番目の御意見にありますとおり、

実態論といたしましては、カッコ書きで遺伝子組換えでないというのがございますので、ガイド

ラインの中におきまして、遺伝子組換えでないという表示を含めた表示例を示したいと考えてお

ります。最後の７ページでございますが、国産大豆の安定的な生産数量の確保、低価格帯の維持

を、国の政策として実践して欲しいという御意見がございました。平成１９年産から品目横断的

安定対策を導入し、意欲と能力のある担い手に大豆の生産の相当部分を集積するということでご

ざいますので、こういった各地での品質の向上なり、生産コストの低減等に向けた取組を国とし

ても積極的に推進しているところであります。また、国産大豆の安定供給に資するため、品目横

断的経営安定対策に対応した流通体制を構築するということとしております。最後に充填豆腐や

消泡剤といった用語の意味がよく分からないので、用語の定義をまとめて欲しいという御意見が

ございました。これについても用語集を添付し解説することとしております。
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それでは、資料３、資料４でガイドライン案につきまして御説明したいと思います。前回、骨

子案の時に中身をかなり御説明いたしましたので、前回の骨子案からの変更点ということで御説

明いたしたいと思います。資料３と資料４の両方を活用しながら御説明したいと思います。

まず、全体構成でございますが、資料４の１ページに「はじめに」というのを追加いたしまし

た。この「はじめに」は、豆腐・納豆が伝統食品であるという位置付け、それから最近の食の安

全を脅かす出来事が続く中で、消費者の食に関する関心が高まっており、食品の表示を従来にも

増して重視するようになってきているということ。それから、平成１６年３月２４日開催の食品

の表示に関する共同会議におきまして、この豆腐・納豆の原料大豆の原産地表示について、いろ

いろと議論がありました。ですから、直ちに義務化せずにガイドライン等により表示の普及に努

めるとされたという背景。それから、大豆を対象品目に含む品目横断的経営安定対策が実施され

る予定であるということ。さらに食育、地産地消等に対する消費者の皆さんの意識が高まり、ま

すます豆腐・納豆の原料大豆の原産地表示を望む声が高まっている。こういった背景を受けまし

てこの検討会が開催されましたということです。このガイドラインにつきましては、豆腐・納豆

の製造業者等が自主的に原料大豆の原産地を表示する際の指針という位置付けであり、豆腐・納

豆の製造業者等におかれましては、原料大豆の原産地表示を新たな負担と受け止めることなく、

付加価値を訴えるものとして位置付け、消費者の商品選択に資するために積極的に取り組まれる

ことを期待します。また、消費者ニーズに即した豆腐・納豆を製造し販売するためにはその大前

提として、実需サイドが求める品種・品質の国産大豆を安定的に生産・供給することが重要です。

最後に、原料大豆原産地表示の取組が促進されることにより、消費者の適切な商品選択に資する

とともに、豆腐・納豆の需要が拡大し、豆腐・納豆の製造業者、大豆生産者等が発展していくと

いうよい循環が生まれることを期待しますというメッセージを入れました。次に全体構成の２番

目でございますが、参考資料を付けまして、これは１０ページ以降になりますが、参考１として

「検討の経過」を入れました。それから「委員名簿」を１２ページ、１３ページに「開催状況」、

１４ページにパブリックコメントでも御意見がありましたけれども「用語集」を加えたというこ

とでございます。

続きまして、ガイドラインの内容でございます。まずはガイドラインの４ページになりますが、

品質表示基準に基づく具体的な表示例とございますが、この中で「大豆（国産）（遺伝子組換え

でない）」という形で、原材料名の大豆の後に実際の表示例に照らしまして「遺伝子組換えでな

い」旨の表示を追加いたしました。それから８ページに、原料原産地表示を補完する表示という

ことで、前回の議論でもございましたけれども、８ページの（３）でございますが、品質表示基

準の規定では、当該原材料の割合が１００％である場合は、割合の表示を省略することが出来ま

すが、（２）と同様の理由から表示をするに当たっては、「１００％」の表示を当該表示の近接

した箇所等に行うこととするという表現をここで使いました。また、そのすぐ下の６でございま

すが、このガイドラインに基づいている旨の表示でございます。本ガイドラインに基づいて商品

パッケージへの原料原産地表示を行っている場合には、「農林水産省ガイドラインによる表示」

である旨を一括表示部分に近接した箇所に記載することが出来る。ただし、一部でも本ガイドラ

インにのっとっていない原料原産地表示を行っている場合には記載することが出来ないというこ

とでございます。それから留意事項でございますが、黒大豆又は青大豆を原料として使用する場

合において、黒大豆又は青大豆以外の大豆と混合して使用する場合の表示の方法ということで、

具体的には９ページに、前回は黒大豆のみとか青大豆のみとかいう表現がありました。その下に

「イ」といたしまして黒大豆以外の大豆と混合して使用する場合には、「原材料名／大豆（黒大

豆○％）」と、青大豆の場合も場合も同様ですが、このような形にしたらどうかということであ

ります。私の方からの御説明は以上でございます。

○畑江座長 ありがとうございました。ただ今の資料４はこれまでの検討の結果であるとか、皆

様の御意見を取り入れ、十分こなれた内容になっていると思います。資料１から資料４まで、皆

様からもし御意見がございましたらよろしくお願いします。どなたか御意見ございますでしょう
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か。内容については特に大きな問題はないようにも思われますが、もしここで御意見がございま

したらぜひお願いいたします。では、荒田委員お願いします。

○荒田委員 今の御説明の中の修正事項の、ガイドラインを補完する表示の１００％表示の部分

ですが、１００％の表示を当該表示の近接した箇所等に行うということで規定して頂いておりま

すけれども、いわゆるこれは強調表示になりますので国産大豆使用と書く場合は国産大豆１００

％使用と書くのが原則だと考えております。ただそれが、この表現ですと１００％というのを、

確か品質表示基準の方では一括表示の中に国産大豆１００％というような書き方も形としては含

まれていると認識しておりますけれども、このガイドラインの中では基本的には強調表示のとこ

ろに書くというのを原則とするというふうにみなすと考えてよろしいのでしょうか。

○畑江座長 いかがですか。

○櫻庭課長 その考えでよろしいかと思います。

○畑江座長 ほかにはございませんか。特に御意見がございませんようでしたら、このガイドラ

インについては原案のとおりといたしますが、特にほかに御意見はございませんでしょうか。そ

れでは、ガイドラインについては原案のとおりといたします。

以上の御議論をもって、豆腐・納豆の原料大豆原産地表示に関するガイドラインを決定いたし

ます。委員の皆様、どうもありがとうございました。

それでは次に議題の２、ガイドラインの普及についてということですが、資料５について、普

及への取組ということで、農林水産省及び各委員より所属する団体等の取組を御発言頂きたいと

思います。始めに、農林水産省の取組について櫻庭課長より発表をお願いいたします。

○櫻庭課長 ただ今は、ガイドラインを決定頂きましてありがとうございます。これからガイド

ラインの普及・啓発を進めることは非常に重要なポイントとなってきておりますので、まずは農

林水産省としてはどういう取組をするかということを御説明したいと思います。

資料５の表紙をめくって頂きまして、１ページでございます。まず、農林水産省としては今回

の検討会の資料、議事録につきましては、すでに農林水産省ホームページに掲載しておりますけ

れども、今後、ガイドライン本体のみならず、Ｑ＆Ａ等の掲載の充実を図りまして、あるいはガ

イドラインにもありましたが表示例、こういったものを掲載し、豆腐・納豆製造業者、流通業者

のみならず、消費者の皆様が関心をもって頂くような内容にしていきたいと考えております。ま

た政府広報、農林水産省の広報誌、そういったものを十分利活用していきたいと考えております。

例えば、農林水産省の広報誌であります「ＡＦＦ」それからテレビやラジオを活用していく予定

にしております。次に、資材を活用した情報提供ということで、今回ガイドラインを決定して頂

きましたので、その分かりやすいパンフレットを作成いたしまして、これを関係団体、都道府県、

市町村に配布する予定になっております。それから、地方公共団体等の行政機関、あるいは関係

団体への周知ということでございまして、本日決定頂きましたガイドラインにつきましては、各

関係団体のほか、各地方農政局等に局長通知を発出いたしまして周知の徹底を図りたいと考えて

おります。また、７月中旬より各地域ブロック毎に製造業者・団体、消費者あるいは関係機関等

を対象とします説明会を順次開催する予定になっております。その他、各製造業者・団体等の作

成する会報等への掲載を要請していきたいという具合に考えております。取りあえず、すぐ出来

ることということで、このようなことに全力を尽くしたいと考えておりますので、どうかよろし

くお願いいたします。

○畑江座長 ありがとうございました。それでは、木嶋委員より日本豆腐協会の取組について発

表をお願いいたします。

○木嶋委員 私どもの原料原産地表示についての普及・啓発については、ひとつは誤った表示が

ないように徹底したいと思っております。使用原料が非常に多く、多様化している。製造の中で

一ラインで数種類の原料を使っておりますので、これがコンタミしないように注意しなければい

けないと考えております。それから、容器・包装が非常に膨大な種類になりますので、これによ

る間違いなどがないように管理を徹底していかなくてはいけないと思っております。それから、
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非常に容器が高くなっておりますので、大変な量を抱えなくてはならんと思っております。した

がって、ここに書いてありますとおり、簡単にはこのようなことで普及・啓発を図るということ

になるかと思いますけど、私どもはメーカーがそうは多くありませんので、個別に対応すること

は十分可能であります。それで、当初はやはりちょっと時間がかかるのではないかという気がし

ておりますし、比較的表示しやすいものについては何とか原料原産地の表示をしていこうという

ことを考えております。農水さんも各地方で説明会を開くということを聞いておりますので、そ

ちらの方にも会員が出席して十分理解した上で表示をやるということを考えております。私ども

のお願いとしては、間違った表示、意図せぬ表示がいろいろ業者によっては出る可能性がありま

すので、指導・監督に当たってはひとつ御配慮を頂きたいということを思っております。義務表

示に移ることなく、ガイドラインで行くというのは私どもにとっては、前段階としてはやりやす

いと考えております。なお、共同会議においてですね、パブリックコメントの中で豆腐・納豆に

ついては義務表示に移すべきというようなコメントがありましたが、共同会議の中でそれが検討

されるかは分かりませんが、私どもとしてはここでガイドラインが出来ているわけですから、そ

のガイドラインを徹底させるというのが役目というか仕事であると思っております。以上です。

○畑江座長 ありがとうございました。一番大変なところではないかと思いますけど、どうぞよ

ろしくお願いいたします。それでは、次に森戸委員より全国豆腐油揚商工組合連合会の取組につ

いて発表をお願いします。

○森戸委員 私ども、案の段階から何回も役員会等で検討してまいりまして、また、お役所の方

にも来て頂きまして、いろいろと検討してまいりましたので、ある程度役員は知っているわけで

すが、何分にも組合員数が多いものですから、これからどうやって周知させるかが問題なのです

が、取りあえず会報、これは全組合員に行くわけですから７月くらいに、会報といってもガイド

ラインを全て載せるわけにもいきませんので、要点を載せると。ガイドラインそのものは会報と

一緒に別刷りか何かしたいと。費用はかかりますけど。そんなことを考えております。

次にあります会議でございますが、理事長会議、理事会等となっていますが、これも全国でご

ざいますからなかなか経費の問題もありまして会議が開けないという状況にはありますが、今ま

で案の段階で役員会等で検討してまいりましたので、役員はある程度理解していると思いますが、

当面は１１月頃に全国理事長会議を開催予定でございます。

それから、次の実施要請通知でございますが、本日の決定が出たわけですから、取りあえず会

員組合に対してこの資料を全部流そうと思っております。それから、各地の農政局さん等の説明

会のＰＲを明日からしたいと。なかなか末端までＰＲするのも大変なんですが、なるべく早く取

り組みたいと思います。それから農水省さんの方でホームページなんかもあるわけですが、場合

によっては私どものホームページについても検討したいと思っております。以上でございます。

○畑江座長 ありがとうございます。きっと農水省さんも情報提供には積極的に協力してくれる

と思いますのでよろしくお願いします。次に、荒田委員から全国納豆協同組合連合会の取組につ

いて発表をお願いいたします。

○荒田委員 納豆組合といたしましては、今回のガイドラインの策定を踏まえまして、出来るだ

け速やか、可及的速やかに各会員への普及に努めるよう考えております。ただ一方で、先程木嶋

委員のほうからもございましたように、準備にはある程度時間がかかるだろうと考えております。

特に、表示の包材の準備等ですね。どうしてもある程度の準備期間は必要だろうと考えておりま

すので、今回の策定を受けて私どもとして、組合の部会等を開催して、そこで最終決定いたしま

すけども、おおよそ目処としては来年、来春くらいを目処にですね、各組合員の方が対応出来る

ような形にもっていきたいというふうに考えております。

普及の方法についてですが、まとめて頂いておりますとおり、まず会報等で告知をさせて頂き

たいと。後、理事会を年４回行いますのでその中で、あるいは、説明会と記載して頂いておりま

すが、この原産地表示のための説明会ということではなくて、専門部会等が随時行われますので、

その中で個々に説明していきたいと考えております。後、単協の組合員の方に表示方法を案内す
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るということで、農水省さんの方もパンフレットというか資料を作って頂けるということを先程

お聞きしましたが、納豆用というか納豆組合員向けのまとめた資料を作成して、それを配布して

いきたいと考えております。最後に相談窓口と書いてございますけれど、これは事務局の方でで

すね、これはすでにいろいろなメーカーさんからいつ始まるのかといった問い合わせを頂いてお

りますので、今後も個別の質問について随時対応させて頂きたいという形で進めさせて頂きたい

と思っております。

○畑江座長 ありがとうございました。それでは次に新浜委員より全国農業協同組合連合会の取

組について発表をお願いいたします。

○新浜委員 そこに３点あげさせて頂いておりますけれども、まず各県の組織に、生産者側に対

する内容の周知徹底を図っていきたいと考えております。現在、私ども国産大豆を扱っておりま

す県が４０県で、おおよそ農協数６００ぐらいございますので、これに対してこういうガイドラ

インが制定されたことを徹底していきたいと。特に、農協の中で実際に製造にも係わっている農

協もございます。実際に豆腐製造をやっているところもございますので、そういった点も注意し

ながら単なる情報提供だけでなくて、そういうところには、ガイドラインにのっとった表示をき

ちんとするようにということで、この辺は全中とも協力しながら対応していきたいと考えており

ます。

２つ目に書いてありますのは、これまでもやっておりますけれども普及というよりも各メーカ

ーさんに産地・銘柄等の情報は引き続き提供させて頂きたいということでございます。それから

３点目にホームページでの紹介と書いてございます。全農のホームページの中で私ども、大豆の

豆知識というコーナーを実は設けておりまして、これまでもいろんな情報を出してきております。

大体、月３，０００件くらいアクセスがございますので、この中でも今回のガイドラインの内容

について紹介して、少しでも普及に役立てればというふうに考えております。以上でございます。

○畑江座長 ありがとうございました。それでは次に、冨士委員より全国農業協同組合中央会の

取組について発表をお願いいたします。

○冨士委員 ここに書いてありますように、全中としては４７都道府県にございます県の中央会

を通じて、各単位ＪＡまでこのガイドラインの内容についての周知徹底をしていきたいというの

が１点。それから、新聞等で周知徹底と書いてございますけれども役職員向けに月刊ＪＡという

のを全中で発行しておりますが、約２０，０００部位発行しております。それから、日本農業新

聞等についても、今回の義務表示ではなくてガイドラインになった経過も含めて、解説を含めた

周知徹底をしていきたいと考えております。

それから、全農の新浜部長よりありましたように、ＪＡが所有、運営している食品加工施設に

ついても全国におよそ９００弱、８７０位だと思いますがあります。そういったところで、漬物

だとか豆腐とか作っておりますので、そういったＪＡに対する周知徹底。それからＪＡ女性部が

運営主体となって地元産を使った食品を製造している場合には、そこに豆腐・納豆なんかがある

と思いますので、そうした女性部を通じた周知徹底というのもあわせてやっていきたいと考えて

おります。以上でございます。

○畑江座長 ありがとうございました。それでは相原委員。全国穀物商協同組合連合会の取組に

ついて発表をお願いいたします。

○相原委員 第１回目の会議で申し上げましたとおり、全国商は、大豆屋が全部で２２３社ござ

います。北海道が５９社、東日本が７４社、中部が３２社、関西が４６社、西部が１２社でござ

います。このような組織、それぞれに代表がおりまして、近日中に早速今日決まりましたガイド

ラインが皆さんに速やかに周知徹底されるようにＦＡＸ、メール、その他電話等で伝えたいと思

っております。また、この組織に属していない流通業者に関しましても、それぞれ地域、地域で

適宜会合等を行いまして周知徹底をするように心がけたいと思います。基本的には我々は流通で

ございますので、日本豆腐協会ですとか全国豆腐油揚商工組合連合会さんのお手伝いをするとい

うような感じになると思いますので、質問等がございましたら速やかに答えられるように組合員
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の皆さんを教育していきたいと思っております。以上でございます。

○畑江座長 ありがとうございました。それでは、渡邉委員より日本生活協同組合連合会の取組

についてお願いいたします。

○渡邉委員 私どものところは、生活協同組合ということでございますので、会員の全国で活動

しております生協に対してですね、どういうルールで何を獲得目標にしてこの制度が出来たのか

ということを周知徹底していきたいということでございます。そのための機関会議でのそういう

報告でありますとか、学習会とかで周知徹底したいということです。そんな形で会員制ホームペ

ージを使って、詳しいＱ＆Ａ等も農水省さんの方で用意して頂けるということですので、そうい

うものを活用してですね、きちんと理解をすることだと思っております。それと、受け手の消費

者、私どもでいいますと組合員ということになりますけれど、組合員がこの制度についてよく表

示の見方ということについても知らなければいけないと思っておりますので、その場というのは、

私どもが開催するというよりも各地の生協が地域の組合員を集めてですね、こういう制度だと、

こう活用しようねということを勉強する場を作っていくように連合会からも働きかけをしていく

ことになろうかと思っております。以上です。

○畑江座長 ありがとうございました。次に佐竹委員より日本チェーンストア協会の取組につい

てお願いいたします。

○佐竹委員 今回のガイドラインにつきましては、私ども仕入れる側におきましても表示方法等

について、非常に重要であるというふうに認識しております。チェーンストア協会といたしまし

ては、定期的に開催をしております食品委員会というものがございますので、その中で通常会員

でございます８７社の会員企業に対しまして、今回のガイドラインの内容について細かなところ

まで、周知徹底をさせていきたいと考えております。それからもう１点は、私ども小売業にとり

ましてもプライベートブランドの商品がございますので、これは販売者責任といたしまして、こ

のガイドラインにそった表示方法で順次商品を切り替えていきたいというふうに考えております。

以上でございます。

○畑江座長 ありがとうございました。それでは最後に大木委員より消費科学連合会の取組につ

いてお願いいたします。

○大木委員 皆様方の御意見を伺って、いかに周知徹底が難しいかということがございましたけ

れども、これは普及につなげるためには周知徹底というのが必要なんだろうと思いますけれど、

実はひとつの例でございますが、昨年の７月に外食産業の原産地表示に関するガイドラインが出

来ました。それでしばらく経ちましたので、その普及の度合いというものがどういうふうになっ

ているかということを私どもは全国１，２００人にアンケートをしました。北海道から沖縄まで

です。今まさに集計を行っているところです。これは、森田委員にも御協力頂いてやっておりま

すけど、その中には千葉県や東京都在住の大学生も２００人ほど入ってもらっております。外食

ですので。まだ集計の途中ですけども、まずガイドラインが出来たことを知っているかという問

いに、６０％は知らないですね。これだけやっているのに。ということは、いかに徹底するとい

うことが難しいかということで、結局、作っても意味がないといけませんので業界との連携とい

うのが必要だろうと思いますので、各県毎にまとめてみようと思っております。それで、どこの

県が弱いのかが分かれば業界の役にも立つと思います。このような、お豆腐・納豆のガイドライ

ンが今、急にアンケートしてこうだというふうにはなりませんけれど、皆さんとでいずれ１年く

らい経って業界の方たちとまたどうなっているかなということが出来たらさらに普及ということ

につながっていくひとつになるのではないかなと、皆さんのお話を伺ってそう思ったんですが、

その前に私どもも、もちろん「消費の道しるべ」という機関誌がございますので、そこにも掲載

をしたいと思いますし、ホームページでもしたいと思います。特に、用語集ですね。ああいう分

かりにくい、不安に思っているということも結構ありますので、そういうものも活用して載せて

いくということをまず第１にやってみたいと思いますし、とにかく周知というのがいかに大変か

ということです。口ではもうやっていきますといっても、実際にやってみるとこんなに知らない
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のねということがありますので、出来るだけ身近な食品でありますので、お互いにというか、連

携ということが、それぞれがやるのではなくて最後にどこかで連携が出来たらと思っております。

○畑江座長 ありがとうございました。それでは、お二人の委員。森田委員と野村委員からもし

御意見がありましたらお願いします。まず、野村委員から順番にお願いします。

○野村委員 私は実務的には係わりがなくて、評論家的で大変申し訳ないんですけれど、まず第

１点として、この「はじめに」というものが加えられて、その下の方に「最終的によい循環が生

まれることを期待する」というような文言が入ったということは大変評価してよいと思います。

それからもう１点はですね、豆腐・納豆のメーカーに原材料を供給する生産者、流通になろうか

と思いますけれども、そういう分野の方に、このガイドライン普及のためにお願いしたいのは、

豆腐・納豆メーカーの方々が使いやすい形で原料の生産・提供が出来るようなことをぜひ取り組

んで頂きたいというふうに思います。今、食と農の連携ということが言われておりまして、この

ことが日本の農業あるいは消費生活に大変プラスになるというふうに言われておりますけれど、

こういうガイドラインというものが制定されたのを機にですね、そういう連携をさらに強めて頂

いてですね、例えばこのガイドラインで大変手間暇かかる、あるいは表示上大変難しいという話

がありましたけれど、そういうことが少しでも軽減されるよう生産・流通の川上側での協力とい

うのが行われればというふうに私は望んでおります。そういうような意味で、配慮がなされ、さ

らに食と農の連携が実態的な意味で進んでいくということをぜひお願いしたいと思います。以上

です。

○畑江座長 ありがとうございます。では、森田委員どうぞ。

○森田委員 今回、身近な食品である豆腐・納豆に関して、今まで原産地の表示がほとんど見ら

れなかったものから、ガイドラインという形で現実的な対応ということで、今回、ガイドライン

第１号となるわけですけれども、こういったものが出来たということは大変喜ばしいことだと思

います。また、こうした情報公開ということもどんどん進んで行けば、こういったガイドライン

という形もひとつの提案の形だなと思っておりまして、今後のいろんな原産地表示を公開してい

く上でも現実的な対応として、こういったひとつの道筋が示されたのではないかと思っておりま

コンサルタす。今後はこれがどういった形で普及していけばと言われると、一消費者、消費生活

として、消費生活センター等でお話することもあるかと思いますので、そういったところ、ント

地域の学習会等でお話していきたいということと、今回、パブリックコメントを見せて頂きまし

て、消費者の方がずいぶんいろんな形で発言されていて、この中で私が第１回、第２回でお話し

てきたような内容のことも含まれていたりしますと、やはり一消費者として、こういったパブリ

ックコメント等でコミュニケーションの場に参加していけるということがやはり大事なことだな

と思いまして、今後はこういったパブリックコメントですとか、そういったものにも参加してい

きたいと。それから、表示ウォッチャーやモニター制度などいろいろありますので、消費者もこ

ういった食品表示に関心をもって参加していく場があるということで、そういったものに消費者

としても参加していきたいと思っております。

○畑江座長 ありがとうございました。今までの御発表について、特に委員から御質問がありま

すか。はい、相原委員どうぞ。

○相原委員 先程、流通として、日本豆腐協会、全国豆腐油揚商工組合連合会をフォローしたい

という中にですね、全国納豆協同組合連合会の名前をちょっと言い忘れたものですから。

○荒田委員 よろしくお願いします。

○畑江座長 ありがとうございます。ほかにございますか。それではよろしいでしょうか。せっ

かく出来たガイドラインですから、これを広めていくためには豆腐・納豆の製造に係わる方、そ

れから流通に係わる方、それから消費者団体が連携して、農林水産省さんが中心となって下さる

と思いますが、連携して取り組まれますようにお願いします。それでは最後に、３回にわたりま

して委員の皆様には活発かつ有意義な御意見を頂きました。その結果、豆腐・納豆の原料大豆原

産地表示にガイドラインを本日決定、取りまとめることが出来ました。座長として皆様に厚く御
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礼申し上げます。ありがとうございました。それでは、最後に岡島総合食料局長より御挨拶を頂

きます。

○岡島総合食料局長 各委員の皆様、あるいは座長の畑江先生、３回にわたり熱心に御審議頂き

まして、ガイドラインをまとめて頂きましたことについて、心より感謝申し上げます。今のいろ

いろな各委員からのお話、あるいは最後の座長の締めくくりのお言葉にもありましたように、ガ

イドラインを作ったということは、ひとつの大きな一歩だとは思いますけれども、これをどう使

っていくのかが非常に大切なことであり、これからがまさに皆様方とともに取り組んでいかなけ

ればならない大きな問題、課題だろうというふうに考えております。ガイドラインは当然豆腐・

納豆の製造、流通に携わる方々、あるいはその原料大豆を作られる方々、あるいは事業者団体な

り消費者団体、それぞれがどういう形でこのガイドラインを使っていけるのかいうこと、私ども

行政としてもいろいろと考えていかなくてはならないというふうに考えております。いずれにい

たしましても、長い間活発な御意見、御議論を賜りましたことを、心から感謝申し上げます。ど

うもありがとうございました。

○畑江座長 どうもありがとうございました。以上をもちまして「豆腐・納豆の原料大豆原産地

表示に関する検討会」を閉会します。ありがとうございました。


